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 日頃、北海道高等教育研究所の研究活動へのご協力・ご参加を賜り感謝申し上げます。 

  2019年6月22日北海道大学教育学部会議室において、2019年度の研究所の総会と研究集会を行い

ました。 

 全体で15名のかたが参加し、総会と研究集会で様々な意見と修正案などをいただきました。総会

では、米津先生と、全大教の大島さんに、新たに理事に就任してもらうことが承認されました。 

 研究集会では、大学の「経営危機」が取りざたされている「稚内北星学園大の現況について」、

米津理事も参加していただき、公表されている資料に基づいて、財務的な検討を行いました。この

資料的な検討では、稚内北星学園大学は、これまで厳しい経営状況が続いており、現状でも国庫助

成金、特に、特別補助の大幅な削減により厳しい状況には変わりがありませんが、最近では経営収

支・財務の改善がみられます。例えば、資金収支では、ここ2～3年、回復しており、2016年度と

2018年度は、この10年間ではじめて黒字計上をしています。借入金の利息の返済はなく、毎年、元

金の返済を行っています。従って、財務上は回復途上にあるとみられます。これらについての報告

や、内容などについて、フロアーからの質問、その返答を含めて、議論がされました。報告の要旨

は、本ニューズレターに掲載しました。 

 続いて、代表理事小山修氏に「北海道における私立大学の将来像」（仮題）について、提案して

いただきました。小山代表理事の報告は、北海道の私大が存続できる方向・将来像を大胆に提起し

たものでした。詳しくは、のちほど、ニューズレターなどで報告要旨を掲載したいと思います。 

 また、稚内北星学園大学の問題では、7月に入り、稚内市の職員と大学の教職員と合同で「稚内北

星学園大学経営改善計画執行会議」が設置され「存続が可能かどうか」の検討が行われています。

研究所としても、これを注視しますと同時に、何らかの支援を考えていきたいと思っています。 

2019年度研究所の総会と研究集会についての報告 

   北海道高等教育研究所 事務局長 市川 治 

mailto:hkifpu@yahoo.co.jp
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今日の稚内北星学園大学の現状と課題 
－資料的検討より－ 

      北海道高等教育研究所 副代表理事 市川 治 

はじめに 

 稚内北星学園大学のすばらしい教育実践や地域の人々の支援については、この間、本研究所の

ニューズレターで取り上げてきた(ニューズレター第7号斉藤学長報告の要旨・光本理事の報告、第9

号米津報告、第10号寺本報告)。この稚内北星学園大学が、2019年6月7日の「道新」によれば、「経

営危機」により、「存続問題に発展の可能性も」と報道されている。 

 この経営危機・経営悪化の内容としては、経営危機として、20年前から赤字傾向であったが、人件

費などの削減やその他の経費削減などで経営を維持してきた。特に、2016年度から市から5千万円の

補助を受けて一時黒字を確保したが、2018年度決算によれば、収支が悪化して存続問題に発展する可

能性があるということである。 

 その要因の第一が、入学定員180人から徐々に減らし2016年から50人に減らしてスリム化したが、

学生在籍者が2016年120人(収容定員220人)、2017年と2018年115人(2019年度も115人、収容定員200

人)であったため、国の私大公費助成(一般補助・特別補助)が2016年度の1億2000万円強から2018年

7500万円に減少したことにあるといわれる(私学助成・特に特別補助が減額の対象になり、大幅に減

少したことが決定的と言われている)。 

 また、これまでの聞取り調査研究からは、第二に、市の補助金が今後出せるかどうか(５千万円強

の補助金がある)という課題があると思われる。 

 第三に、応募して採択されていた「COC事業」・特別補助が2018年度で終了していることによる研

究費用が捻出できるかどうかなどがあると思われる。これらに対する対策をどう考えるのか、今、問

われているようである。 

 これらの実態を資料的・統計的に検討することにしたい。 

 

1.道内の収容定員割合の動向と稚内北星学園大の位置 

1)この10年間の道内の収容定員割合私大の動向について(表1) 

 ①道全体では、収容定員率としては96～99％と90％台後半。 

 ②収容定員割れの私立大学は道内全体では61％である。 

 ③札幌市・江別市という札幌圏では、札大、札幌学院大、道情報大が定員割れである。しかし、 

 2018年度まで定員割れの北翔大が2019年度100.1％に回復している。 

 ④千歳科学技術大は2019年度から公立化、2018-2019と入学定員を充足している。 

2) このなかでの稚内北星学園大の動向 

 稚内北星学園大の収容定員の割合は、この10年間、定員480人～280人、2016年220人、2017年200人

に対して50％台、2018年57.5％、そして2019年と回復傾向がみられる(表1)。 

3)帰属(資金)収支差額等の財産状況について(表2) 

 ①道内全体では基本的に黒字。 

 ②定員充足の酪農は黒字で財産状況もほぼ安定している。定員割れの札大、札幌学院大は赤字  

 であるが、金融資産は十分にあるとみられる。 

 ③稚内北星学園大の資金収支からみると、9年間は赤字で、最近の2016年度と2018年度は黒字  

 である(帰属収支差額では、赤字である)。しかし、現金・預金等の金融資産がやや少ない。 
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2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年   

99.0 91.7 88.3 90.1 86.2 83.0 81.0 73.0 69.8 75.7 74.3 75.0 75.6 札幌大学 

109.3 104.3 96.9 93.0 89.6 86.2 83.7 90.0 97.0 102.0 106.6 
101.8 100.5 

道工大/北海道

科学大学 

120.9 115.0 117.4 105.4 100.9 104.2 105.6 104.4 101.7 100.4 101.0 北海道薬科大学 

78.8 77.3 73.3 72.4 65.1 64.0 68.1 68.1 68.4 71.8 71.9 85.3 91.8 函館大学 

114.7 113.4 113.8 114.1 115.0 116.4 115.5 116.3 114.1 113.5 112.4 109.3 108.1 藤女子大学 

114.2 114.6 117.5 118.3 114.9 109.2 111.8 111.4 113.9 113.6 115.7 115.6 114.2 北星学園大学 

122.8 124.4 124.1 123.8 120.6 119.3 117.8 116.1 115.7 115.8 116.3 117.2 116.9 北海学園大学 

61.2 84.0 104.3 115.7 117.0 115.0 118.2 112.0 108.7 108.8 109.4 113.9 119.7 
北海北見/北海

商科大学 

107.4 102.7 99.9 95.1 90.1 83.2 77.9 73.1 69.1 67.4 68.2 73.8 79.3 札幌学院大学 

103.8 104.2 102.9 101.7 101.3 101.7 104.3 103.8 102.8 101.9 99.5 98.2 97.1 北海道医療大学 

107.5 102.7 98.1 95.6 99.2 102.9 109.4 115.6 116.3 116.6 116.4 114.7 113.6 酪農学園大学 

68.3 63.1 71.2 81.1 82.6 85.8 86.6 84.8 92.1 86.1 85.9 89.6 88.5 旭川大学 

61.1 62.9 62.0 62.9 62.7 62.5 59.2 58.6 62.6 63.7 73.6 76.8 81.1 
道都大学/星槎

道都大学 

90.9 92.6 96.3 105.5 110.4 112.4 108.2 95.6 87.7 82.1 80.4 84.3 90.1 北海道情報大学 

71.6 75.7 79.2 82.7 81.2 74.7 69.7 66.0 62.1 61.2 64.1 65.1 71.4 札幌国際大学 

103.3 90.7 81.8 76.2 78.2 80.3 82.1 86.9 89.9 94.3 95.6 97.6 100.1 
道女子大/浅井

学園大/北翔大 

88.4 83.0 80.2 90.3 93.2 97.5 94.6 81.3 74.8 71.0 75.0 88.9 公立化 
千歳科学技術大

学 

84.1 78.6 89.7 100.7 105.0 111.7 114.8 113.7 108.9 107.5 103.2 97.3 90.2 北海道文教大学 

110.1 109.7 107.4 106.1 106.8 106.4 108.0 108.2 106.6 105.3 104.2 107.4 108.0 天使大学 

63.8 54.8 52.2 56.8 56.1 53.6 52.5 52.3 51.7 54.5 52.3 57.5 61.0 
稚内北星学園大

学 

109.0 111.3 110.5 112.5 111.0 108.0 108.0 108.3 110.3 108.8 109.8 110.3 109.8 
日本赤十字北海

道看護大学 

95.0 96.5 106.5 107.9 102.9 96.1 85.5 80.0 77.8 73.1 75.1 71.4 71.6 札幌大谷大学 

            106.0 105.0 103.7 103.5 92.1 88.0 81.9 
札幌保健医療大

学 

              106.3 92.5 95.8 90.9 92.0 93.6 日本医療大学 

                    111.8 104.5 98.8 

北海道千歳リハ

ビリテーション

大学 

102.0 99.8 99.2 99.8 98.8 97.9 97.5 96.1 95.7 96.3 97.0 97.6 98.1 合計 

（注意）表の学生数は4年制の学部学生（二部学生を含む）のみ。したがって，短大部の学生，大学院の院生は除外し

ている。各年度5月1日現在の数値である。2018年度，北海道科学大学と北海道薬科大学は統合した。 

（出所）1980～1999年までは『全国大学総覧』（原書房）各年度版，それ以降は大学基準協会編『大学一覧』（大学

基準協会）各年度版，及び学校教育法施行規則第172条2に基づき各学園で公開が義務づけられている「事業報告

書」，同報告に基づくHP掲載資料等により作成。 

※片山教授作成のものを引用。 

表１ 北海道内4年制私立大学（24大学）の収容定員充足率の推移（2007～2019年度） 
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2.稚内北星学園大学の「経営危機」とはなにか 

1) この10年間の資金収支の推移(表3、表3-1)の特徴 

 ①各年度の資金収支差額は、2年間を除いて、赤字。累積で約3億円の赤字。 

 ②収入では、2014年まで学生生徒納付金収入が第一位であったが、2015年～2017年までは、補助金

収入が第一位であった。全国的にみても補助金の割合が高い。 

 ③収入のなかの補助金で、2017年度、2018年度と特別補助が大幅に減額になっている。特に、経営

強化等支援が2018年度では、0となっている。これは、2017年度から定員充足率が95％未満の大学等

で、補助項目に対して圧縮率が乗じられることになり、稚内北星学園大は、0.5或いは、0.53を乗じ

ている。さらに、2018年度は、0とカットされている(表3-1)。 

 ④支出では、人件費が全体の50～60％である。また、教育経費も30％台となっている。 

 ⑤2015年度で支出が大きかった人件費の節減、管理経費支出を抑え、借入金支出もへらし、3億円

9715万円の支出を2018年度には2億8453万円まで節減した。つまり、約1億円の節減をしたのである。

これによって、資金収支差額では1473万円の黒字になっている。すなわち、全体としてみると、2016

年度以降、流動資産の増加、負債の減少、人件費や管理費、教育経費の節減による資金支出の抑制な

どで、財務的には改善のしつつあるとみられる。 

2) この間の資産・負債状況の特徴 

(1) 1号基本金が安定していることから、基本金が38億円前後でこの間、維持されてきている(建物、

施設投資はほぼ整備されていると思われる)。 

(2) 資産の状況をみると次のような特徴が見られる。 

 ①まず，固定資産の保有状況について見てみると，固定資産全体に占める「有形固定資産」の比率

が極めて高い。2010年度以降は約96～97％で一定している。つまり，他の多くの大学で見られるよう

な「退職給与引当特定資産」などの各種特定資産（1年以上の満期をもつ有価証券や預金）が存在し

ない。因みに，当該大学が保有する「その他の固定資産」は約70万円の「電話加入権」だけである。 

表2 道内の収容定員と財産・収支の動向と稚内北星学園大の動向 
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表３ 経営・資金収支の推移（平成20～平成30年度）           （単位：千円） 

資料：稚内北星学園大学作成の資料より引用 
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表3-1 稚内北星学園大学の特別補助の比較(2016年度と2018年度の比較) (単位:千円) 

 

 
資料:光本理事作成の資料より引用 

 

 ②一方，流動資産は，「現金・預金」の形態で約8600万円（2019年3月末）を保有している。

しかし，その金額は2010年度に約3億円であったから，直近の8年間の間で3分の１以下に減少を

示している。 

 ③その結果，いわゆる「金融資産」（運用財産）は，現金・預金の約8600万円（2019年3月末

現在）がその全てとなっている。金融資産の規模が小さいことは否めない。しかし，この点は

新たな設備投資を困難にさせるものではあるが，直接的に経営危機をもたらすものではない。 

 ④この8年間で「金融資産」（現金・預金）が約3分の1に減少した理由は，明確である。それ

は「事業活動収支差額」（旧学校法人会計基準では「帰属収支差額」と表現された）において

マイナスが続いたことにある。1年毎のその減少は，第3表の貸借対照表から正確に読み取るこ

とができる。それは，貸借対照表「貸方」にある「純資産」の減少額によってである。例え

ば，2018年度の純資産額は，1,563,170,875円であり，前年度から44,317,082円減少した。この

減少額は「事業活動収支差額」のマイナス分（単年度の収支赤字）に等しい。同様にして，

2017年度の「事業活動収支差額」は，-34,196,157円，2016年度は-12,543,438円であった。こ

の赤字が金融資産の減少をもたらした。 

(3)次に負債状況はどうか。問題は他人資本（借金）の規模である。 

 同大学の場合，「長期借入金」は2013年度850万円，2015年度約350万円，2016年度約180万円

と減少し，2017年以降はゼロとなった。「長期未払金」も存在しない。 

2016 2017 2018 差額 比率

稚内北星学園大学 計 63488 23465 15725 -47763 25%
Ⅰ 3463 795 3040 -423 88%
Ⅱ 2975 3873 1408 -1567 47%
Ⅲ 3116 672 2308 -808 74%
Ⅳ 888 250 469 -419 53%
Ⅴ 41275 10865 0 -41275 0%
Ⅵ 2390 2240 2700 310 113%
Ⅶ 0 0 0 0
Ⅷ 0 0 0 0
Ⅸ 0 0
改革総合 9381 4770 5800 -3581 62%

凡例
差額は2016年度と2018年度の差、比率は2016年度と2018年度の比

2016年度 2017年度 2018年度

Ⅰ：成長力強化に貢献する質の高い教育 Ⅰ：成長力強化に貢献する質の高い教育 Ⅰ：成長力強化に貢献する質の高い教育

Ⅱ：社会人の組織的な受入れ Ⅱ：社会人の組織的な受入れ Ⅱ：社会人の組織的な受入れ

Ⅲ：大学等の国際交流の基盤整備 Ⅲ：大学等の国際交流の基盤整備 Ⅲ：大学等の国際交流の基盤整備

Ⅳ：大学院等の機能の高度化 Ⅳ：大学院等の機能の高度化 Ⅳ：大学院等の機能の高度化

Ⅴ：経営強化等支援 Ⅴ：経営強化等支援 Ⅴ：経営強化等支援

Ⅵ：授業料減免及び学生の経済的支援体制の充実 Ⅵ：授業料減免及び学生の経済的支援体制の充実 Ⅵ：授業料減免及び学生の経済的支援体制の充実

Ⅶ：東日本大震災からの復興支援 Ⅶ：東日本大震災からの復興支援 Ⅶ：東日本大震災からの復興支援

Ⅷ：熊本地震からの復興支援 Ⅷ：平成28年熊本地震からの復興支援 Ⅷ：平成30年7月豪雨などからの復興支援

Ⅸ：平成30年北海道胆振東部地震からの復興支援

改革総合：私立大学等改革総合支援事業 改革総合：私立大学等改革総合支援事業 改革総合：私立大学等改革総合支援事業



北海道高等教育研究所ニューズレター№12 

7 

  

また「短期借入金」も，2015年にわずか180万円程度，それが3年ほど続いたが，2018年度にはこれも

ゼロとなった（因みに，流動負債の「前受金」は，3月31日までに支払われた次年度の学納金を意味

する。4月1日以降には大学の収入になるものであり，借金ではない）。こうしてみると，同大学は無

借金の経営状態であり，すぐに倒産に至るような財務状態ではない。 

３)稚内北星学園大と他大学との比較検討(表4、表5) 

 ①稚内北星学園大の収容定員充足率は、道内でも最も低いほうに属する。 

 ②一方、補助金比率は、道内では最も高いほうに属する(高校がないのに、高い)。 

 ③帰属収支差額は、定員割れの大学とほぼ変わらない。 

 ④金融資産比率や、単年度支出を金融資産で賄えるかどうかをみると、最も低い状況にあるとみら 

  れる。 

 ⑤人件費比率は当初は高いものであったが、最近では道内の平均的な割合である。 

 ⑥教育経費はやや低いが、最近改善されてきているとみられる。 

表３-２ 稚内北星学園大学の貸借対照表(2010～2018年度）          （単位：千円） 

資料：片山教授の作成資料より引用。 
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表4 収容定員充足率と財政との関連 

 
 資料: 各法人の事業報告、事業活動収支計算書、貸借対照表より作成 

  注1)金融資産支出比率は、当年度の金融資産を1年間の教育活動支出で除したものである。 

 

表5 収容定員充足率と財政との関連 

 
 資料:表4と同じ 
 

４)なにが問題か 

(1)「経営危機」としての問題 

 ①経営危機と報道された一番の問題は、収容定員が充足できないことによる、国の補助金の減額

(2018年度4500万円の減額)にあるとみられる。この内容としては、特別補助の「Ⅴ経営強化等支援」

が0となって終了したことにあるとみられる。 

 ②また、市の補助金、この3年間5千万円強があと2年間でなくなるかどうか(市の一般会計234億

5100万円、教育20.3億円からの補助はできないか)という問題がある。 

 ③学生生徒納付金収入が1億円強から8500～8770万円に減少していること。 

 ④人件費や教育経費の削減をしているが、帰属収支差額の黒字額が増加していない(2017年度は赤

字)こと。 

 ⑤金融資産・預金等が少ないなどがあげられる。 

  以上からみると、これまで見てきたことは、これまでも課題であったが、ここ2～3年は、財務上、

それほど大きな問題とはいえない。2016年以降はむしろ改善してきているとみられる。 

 

大学名          稚内北星学園大

年度 2014 2016 2017 2018 2014 2016 2017 2018 2014 2016 2017 2018

定員充足率 73.1 67.4 68.2 73.8 115.6 116.6 116.4 114.7 52.7 54.6 57.5 57.5

補助金比率 9.4 9.96 10.5 12.2 12.99 12.4 12.1 13.0 33.9 57.1 52.5 53.9

帰属収支差額(億円） △4.2 △6.7 △10.3 △9.2 4.5 △0.6 △1.1 0.5 △1.1 △0.1 △0.2 △0.4

金融資産比率 61.7 61.9 60 60 45.3 43.5 45.2 47 0 4.9 4.2 5.2

金融資産支出比率 4.59 4.84 4.5 4.1 2.1 1.9 1.9 2.1 0 0.27 0.18 0.23

人件費比率 67.8 62.5 59.4 57.4 47.5 48.9 51.3 48.6 80 60.4 69 55.8

教育研究経費比率 25.3 28.6 30.9 30.9 32.8 40.1 39 41.5 39.4 34.8 39.8 36.7

江別市 稚内市

札幌学院大 酪農学園

周辺地域   千歳市 周辺地域           旭川市 旭川市  周辺地域   函館市

大学名             稚内北星学園大             旭川大

年度 2014 2016 2017 2018 2014 2016 2017 2014 2016 2017 2014 2016 2017
定員充足率 52.7 54.6 57.5 57.5 81.3 71.0 75.0 84.8 86.1 85.9 68.1 71.8 71.9
補助金比率 33.9 57.1 52.5 53.9 16.0 18.4 15.6 24.8 26.9 26.3 30.1 36.1 36.4
帰属収支差額(億円） △1.1 △0.1 △0.2 △0.4 0.7 △1.2 △1.4 △0.4 △0.7 0.5 0.1 0.2 0.5
金融資産比率 0 4.9 4.2 5.2 11.7 35.3 35.1 12.1 42.8 38.5 41 35.1 33.6
金融資産の支出比率 0 0.27 0.18 0.23 0.8 0.2 2.4 0.4 1.64 1.55 2.7 2.2 2.1
人件費比率 80 60.4 69 55.8 47.7 48.5 50.6 60 57.8 57.1 60.4 59.6 62
教育研究経費比率 39.4 34.8 39.8 36.7 33.2 38.5 36.5 30 35.9 36.8 21.6 30.5 28.2

函館大

         周辺地域    稚内市　　          
千歳科学技術大
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(2) 教育・研究にとっての課題 

 ①少数精鋭の教育活動(教員1人当り5人の学生対応)がこれまでどおり、或いは、これまで以上に

行っていけるかどうかが課題となると思われる(教員数専任教員23人、非常勤教員22人)。 

 ②また、COC事業がなくなり、研究費用の捻出に苦労することになると考えられる。 

 ③そのほか、奨学金の支出が大きいので、研究経費はかなり圧迫されることになっているように思

われる。 

 ④これまで順調に進めてきた教育・研究の基盤を継続できるかどうかが課題のように思われる。 

 

３．学内の方の取組みの動き―米津理事からの報告 

 稚内北星学園大学の「経営的危機」は、稚内北星学園大の米津准教授からのメールによれば「（以

下はあくまで私見ですが）大学の経営状況については以前から報告はされていましたが、今回、一方

的に立て直しようもないほどの経営悪化の状況が伝えられ、このままでは学生募集停止しかないとの

結論ありきで報告がなされました。（もちろん、その状況に気付いている教員が多かったと思います

が）理事からの報告の中では、教員の行ってきた教育が魅力的でなく不十分であった、というような

経営側からの発言もあり、承服しかねる部分もありました。これは大学（私大）経営の問題として捉

えるべきかもしれませんが、教学経営が一体となって大学運営をしていくことの難しさも感じまし

た。」ということである。学内での取り組みの現状は、まだ、これからという状況のように思われ

る。教学と経営が一体となって、今日の事態を正確に把握していく努力が必要なように思われる。 

 

４. 稚内北星学園大の打開の方向 

 これまでみてきたように、稚内北星学園大は、2018年度までの財務状況からみると、ほぼ「無借

金」経営であり，企業でいえば倒産するような状態ではないとみられる。また，資料の表３（資金収

支計算書＝キャッシュフロ－）を見ても資金ショートしているような状態はないと思う。また、2016

年度からむしろ改善されてきており、財政的には問題ないように思われる。 

 ただし問題は、資金収支において、「国庫補助金」のうち「一般補助金」は約4000万円で推移して

いるのに，特別補助金が2016(平成26)年から2018(平成30)年にかけて、4分の1に減っていることであ

る。これによって、将来の市の補助金が減額される可能性があることから「経営危機」が報道されて

いると考える。 

 とはいえ、稚内北星学園大学のような収容定員が充足できず、「経営的に厳しい」ことが、安倍政

権の「選別・淘汰」政策では、どこの地方の小(中)規模大学でも起こりうる可能性があると思われ

る。それに対して、稚内北星学園大学のように経営的に厳しい事情のなかで、素晴らしい教育実践・

取組みを行い、地域の教育支援をしながら、地域にも支えられ、展開してきている。このような取組

みこそ、地方の小(中)規模大学が存続できる条件のように思われる。 

 問題なのは、このように、地方創生の一翼を担う、地方で頑張っている小規模大学の補助金をカッ

トすることである。地域の特色を生かした取り組みをする大学、地域に根を下ろし活躍している大学

に対する増額があってしかるべきかと思う(私大への助成の拡大が根本的な解決の一つになると思わ

れる)。さらに、地方自治体との関係でも、市から5千万円強の補助金を5年間補助されている(支援さ

れている)というようなことは大学にとってはもちろんであるが、市にとっても、地域の教育・文化

的・学術的な［知」の拠点の確保・維持という点で重要なことであると思う。引き続き、国・市の補

助金を獲得し、新たな取組みを行うことで、展開が可能なように思われる。特に、私大助成の拡充と

して授業料の無償化と、大学の経費の半額補助が今後ぜひ必要なように思われる。もうひとつは、周

辺町村を巻き込んでの私大の公立化が可能かどうかの検討が必要になっていると考えられる。 



北海道高等教育研究所ニューズレター№12 

10 

【追記】本稿作成に当たっては、本研究所の片山理事、光本理事、米津理事、研究集会に参加され

た方々に多大なご協力・ご支援をいただいた(修正、資料の提供、現況報告などの支援をいただい

た)。これらの支援・協力によって、本稿は作成された、中間的な報告書である。引き続き、ご意

見、修正などがあれば、ご連絡ください。 

第1章 今期の総括 

Ⅰ.2018年度の事業計画 

 1.研究所をめぐる動きと求められる課題 

 日本の高等教育は、安倍政権の新自由主義的な教育・大学改革によって、研究・学術の荒廃化が

促進されている。特に、この傾向は、地方の大学・中小規模の私大に顕著にあらわれている。例え

ば、地方の私立大学においては、再び、定員割れ校の増大が進み、全国的には入学定員割れ校が

44.5％に及んでいる(2019年度の入学定員割れ校はやや減少したが、依然として4割近い)。 

 このことは、北海道においても該当し、進学率は徐々に増加しているものの、進学者数は依然と

して減少傾向であり、他県への進学者の流出者数も1,500人台から1,800人台になっている。このこ

とは、道内の私大経営悪化への要因となり、働く教職員の教育の質や賃金等の労働条件の引き下げ

に繋がりかねない状況になっている。 

 一方、国公立大学においても、国立大学の交付金の削減が進み、年々交付金が減少している。こ

の結果として、教育・研究条件の悪化、教員・職員の人数の削減や、研究費の削減などが具体化し

つつある。これに伴い、軍事研究予算の獲得が問題化してきている。しかし、一方では、軍事研究

を認めない運動も進みつつある。 

 安倍政権の新自由主義的「大学改革」、最近の選別・淘汰の大学政策が追求され浸透し、地方の

国立・公立大学はもちろんであるが、大学教育の中心である私立大、とりわけ、地方にある北海道

の私立大学・短期大学は教育・研究条件の悪化が進み、経営的にも危機的状況に追い込まれてきて

いる私立大学が生まれてきている。 

 このような認識から本研究所は、今年度も大学の在り方、地方における高等教育、大学の存続の

意義などを検討することを第一の課題とする。とくに、私大の存続との関わりで、私大の公立化・

市立化という問題、公立大学と地域との関わりなどを実態に即して、引き続いて調査研究をしてい

くことにする。さらに、第二の課題としては、地方における高等教育・大学の在り方を検討するた

めに、学習研究会・講演会などを開催していくことにする。また、第三の課題としては、私大の存

続のための私大助成の在り方、国家財政との関連から、その意義を検討していく必要があると考え

ている。第四の課題として、道私大教連等、関係団体とともに、北海道行政へも私大助成の意義を

訴えていく必要があると考える。 

２.2018年度の活動での重点課題 

（1）大学の在り方に関する調査研究課題の解明を今期も精力的に行う。 

（2）研究課題に即した研究会などを2～3回行う。 

（3）道私大教連からの委託事業などの成果を適宜発表し、情報発信と出版を行う。 

（4）研究所の維持・展開のためにも、研究所の会員の拡大をはかる。 

３.調査・研究活動の進め方―各担当者から提案 

(1) 研究所としての自主的調査研究について 

 昨年度に引き続き2か所の調査研究のとりまとめを今年度に行う。下記のような、調査研究計画案 

 

2019年度 定期総会議案書 
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に沿って、検討を進めてきた。 

１) 旭川大学の公立化と地域との関わり方 

 「旭川大学と地域の連携システム及び公立化構想」の補充調査を行い、今年度、最終的なまとめを

行う。現在、市議会での議論の整理を行っている。その中で、自民党系の議員が、まとまりつつあ

る、旭川市・公立「ものづくり大学」の開設を目指す市民の会・旭川大学が中心となって目指してき

た構想、その仕上げとして『旭川大学の公立化検討に関する有識者懇談会報告書』に反対であること

が、明らかになりつつある。これから、旭川市長選を迎えるが、公立化問題もその争点の一つにな

る。西川現市長（立憲民主系・日本共産党にも支援要請）が勝利すれば、一気に進むと思われる。以

上のような政治の問題も検討の対象の中に入れなければならなくなってきている(西川市長の再選が

あり、建設が進む予定である。詳しくは、寺本理事が別途報告した)。 

２)名寄大と地域の関わり 

 今期は、検討を行わなかった。 

３)稚内北星学園大学と地域との関連についての調査と報告 

 9月４日～6日調査を実施。担当者は、姉崎代表理事及び市川副代表理事、寺本理事である。 

 稚内北星学園大への視察調査を5日に行った。斉藤学長より的確な報告と案内をしてもらった。こ

の大学は、非常に小規模な大学で財政的に厳しい状況のもとにある。しかし、充実した施設をもち、

学長をはじめ教職員の教職協働で独特な特色ある取組み・事業を行い、厳しい入試状況のなかで、大

学を維持・展開してきている。2018年度は、2016年度の収容定員が57％ということなどから国からの

補助の大幅な削減により、一層厳しい財政状況に置かれているようである。即ち、今後の存続にも厳

しい状況のもとにあるように思われる。具体的な取組みの詳細は、寺本報告「最近の稚内北星学園大

学の取組について」・研究所ニューズレター10号、および、米津直希「地域と大学をつくる―地域唯

一の私立大学としてのチャレンジ」研究所ニューズレター9号を参照してください。 

 なお、2019年度の入試においては、定員を確保したようであるが、依然として、経営的に厳しい状

況にさらされている。これについては、下記の米津理事からの状況報告を参照してください。 

 「今年度は最低限の学生数の維持はできたと聞いておりますが、授業料の安い留学生が多いため、

財政的には厳しいようです。個人的な感覚としては、学生募集を停止するかどうか、今年度にも判断

を迫られるのではないかと感じられるような雰囲気があります。 

 市長選も終わりましたので、市からも新たな判断が下るのではないでしょうか。現職が当選してお

りますので、状況はよくわかっておられると思います。 

 大学の取り組みや事業等は、COCの予算に頼っていたもの以外については、基本的には可能な範囲

で続けることになると思います。ただ、昨年度までの様に年度計画等を作成していませんので、大学

全体による組織的な動きにするわけではないようです。 

 COCを受けてこれからもどんどん進める、というよりは、やれやれ終わった、という印象ですの

で･･･。お金がないので、動けないものはなかなか難しいですね。 

 私の担当していたものについては、教職課程の学生による学習支援は、一部は開催場所を変更して

行えないか、今週中に市教委と話し合いをすることになっています。それ以外は各自治体の意向を受

けながら継続予定です。大学からの持ち出しがないので何とか継続できるというところです。」 

 また、本日の研究集会で、「経営危機」問題が発生しているという現況を米津理事に、資料的な検

討を事務局で行う。 

４)苫小牧駒澤大学の移管問題―苫小牧市や地域との関わりについての検討― 

 近況報告(篠原理事より報告をしてもらった)。 

 京都育英館・苫小牧駒澤大学では、今年度から1年契約の期限付き採用となっていて、現在は来年度

への個人個人の意思確認などを調査しているところである。再任用がされない教員が出てくるという 
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噂が聞こえている。現在の1年次学生が卒業する時の大学名は未定である。 

 新学部について、発表されていない。大学を誘致した苫小牧市は大学存続には関知しない姿勢で

ある。2019年度に入り、現在、雇止め問題で労使交渉が行われている。 

５)函館大と地域との関わりについて 

今後検討していく。 

(２) 研究会、講演会 

 2018年度に3回～4回実施する計画をし、３回の研究会を実施した。 

このほか、総会時に研究集会を行った。 

(３)全国私大教研集会、地域経営研究学会への参加と報告 

 1)地域経営研究学会に小山代表理事が参加し報告した(藤永顧問も参加・報告した)。 

 2)第29回全国私大教研集会(北星学園大で開催)への参加と報告 

 ①記念講演に姉崎代表理事が招聘され、講演が予定どおり行われた。。 

 ②研究所として、長谷川理事、藤永顧問、岡部監事、谷井会員が参加した。 

 ③研究所の構成員である道私大教連の各単組・組合員が参加した。 

 ④研究所の構成団体である全大教北海道の組合員も参加した。 

(４)受託事業について 

北海道私大教連より受託した。 

①【私大助成・学費負担軽減の運動面】 

・2018年度私大助成運動、新入生家計負担調査。調査分析を研究所が引き受けた。 

 2018年度の新入生家計負担調査分析を行い、報告書として発行した。 

・地方自治体（道および市町村）の高等教育機関等への支援状況の調査。 

 ②【労働運動の発展と強化への支援】 

・市民開放型の連続講座を開講するなど、地域貢献の取りくみの支援。 

・道私大教連の教育・研究活動にも資する活動への期待 

 

4. ほかの諸事業活動の取組みについて 

（１）ニューズの発行について 

引き続き、年3号の発行を目指していく。 

① 第8号について、7月31日に発行 

  ② 第9号12月に発行   ③ 第10号2019年2月25日に発行 

（２）所報について 

  2019年度末に第2号を発行する予定である。 

 

5. 今期の会計・決算(Ⅱに掲載) 

  (注釈 2018年度予算の特徴について) 

（１）調査旅費を出張費として増額する。 

（２）所報のための印刷費を増額する。 
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（３）予備費を計上する。 

６． 組織化と運営体制の強化について 

今期は、会員の拡大、個人会員と団体会員の拡大をはかり、自主的な安定した財政の確立化を目指

していく。この点では、個人会員1名の増加した。 

（１）  2018年度の役員体制について(2019年度、継続) 

2018年度の北海道高等教育研究所役員 

【理事・監事・顧問】 

＊代表理事 

 小山修（札幌大名誉教授）・姉崎洋一（北大名誉教授） 

＊副代表理事(事務局長） 

 市川治 （酪農学園大名誉教授） 

＊理事・事務局員 

 光本滋（北大）・寺本千名夫（専修大学道短大元学長）・小松直人（道私大教連・書記長）・

片山一義（札幌学院大） 

＊理事 

 湯本誠（札幌学院大）・山口博教（北星学園大）・篠原昌彦（苫小牧駒大名誉教授）・長谷川

喜生（道私教協・元委員長）・千葉博正（札幌大名誉教授）・押谷 一（酪農学園大）、清水池

義治(北大)、宮入隆 (北海学園大)、大屋 定晴（北海学園大）、米津直希 (稚内北星学園大

学)、大島雅明(全大教北海道) 

＊監事 

 岡部 敦(札幌大谷大学) ・十倉 宏（酪農学園職員） 

＊顧問 

 井上昌保（元とわの森三愛高校長・理事・元酪農学園大教授）・藤永弘（地域経営未来総合研究所

所長・札幌学院大名誉教授） 

＊研究員 

 飯田梅子（札幌大） 

(２)事務局体制について 

 日常的な活動は、事務局が担うことになる。そこで、この充実をはかり、日常的な活動ができる

方、調査研究の担当理事・研究員、代表理事を含む7～8人を中心とした事務局運営体制を敷くことに

する。この間、3回ほど、事務局会議を実施してきた。 

 

Ⅱ.今期の決算(別紙、総会時に配布し、承認された。) 

 

第2章 2019年度の事業計画と予算、及び役員体制 

はじめに―今期の課題としては、2018年度の課題を引き続き検討していく。 

Ⅰ.事業計画 

１.調査研究 

1)旭川大学の市立化、及びほかの私立大学の公立・市立化に関する調査、および大学と地域の関わり

方についての調査研究を行う。 

 2019年3月16日の「道新・日刊紙」によれば、2019年から公立化した千歳科学技術大は、2017年ま

で定員割れ(入学定員割れ)をしていたが、2018年には1212人(平均倍率5.05倍)の出願者がおり、240 
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人の入学定員を充足した。また、2019年の出願者は、これまでの最高の2617人にのぼり、平均倍率が

10.9倍となっている(これによって、最終的な入学者は254人、大学院生を含めて、270人を迎えたと

なっている(「道新」2019年4月6日))。これは、大学への公的補助があり、授業料を135万7千円から

53万5千800円に引き下げるという方針の提示によるものと報道されている。 

 また、旭川大学の市立化についても報道されている。すなわち、旭川大学は2021年から市立化、23

年春から新学部・地域創造デザイン学部を新設する予定・野党統一の革新市長が当選―「民設の私立

大が公立化された例はなく、これが初めてか」というものである。そして、この試算では、新設学

部・定員80人は、5年目には、最大2億1300万円の黒字も見込んでいる。 

 地方中小規模大学でも、公立化でなくとも、この位の予算措置、私大助成の拡大をすれば、十分に

入学定員の充足と、経営の黒字化を可能にすることを示している。こうした方向を今期も検討してい

く必要があり、調査研究を行っていく。 

 今期も昨年度に引き続き、安倍政権の選別・淘汰政策のもとでの新自由主義的「大学改革」で厳し

い大学教育・研究や大学運営が攻められている( 1大学当たりの私大助成の後退・減額、国立大学の

運営費交付金の減少や「選択と集中」の強化など)。とりわけ、これによって、地方の中小規模私立

大学は、収容定員割れから経営悪化、大学の教職員の労働条件の悪化、教育の質の低下へという悪循

環に見舞われているとみられる。 

 したがって、今、厳しい「大学改革」政策に対抗して、いかに民主的に立て直していくか、努力し

ているかを、大学の存続や・高等教育の在り方として検討していくことが、焦眉の課題となってい

る。こした認識のもとで、今期は、地方の大学、特に、私大危機に対応する北海道の私立大学・短大

の存続の意義と役割を明確にするような研究活動を行っていくことを第一の課題としていくことにし

たい。また、国立大学での統合問題や交付金の減額、軍事研究問題などを検討し、下記の重点課題を

検討していくことにする。 

2)国立大学等の統合化問題についての検討 

 国立大学では、国の重点的な政策として、地方の国立大学の統合化問題が発生してきている。この

実態などについて検討することにする。 

3)私学・私大助成についての検討 

 今期は、私学・私大助成の意義を検討する。 

4)道私大教連からの家計負担調査分析の予定 

 2018年度に引き続き、家計負担調査の分析を行う。 

 

２．研究(集)会・講演会 

 今期も引き続き、適宜、研究会・講演会を開催する予定である。また、研究集会を総会時に年1回

開催する。 

３．ニューズレターの発行―11号～14号の4号の発行を目指す。 

 年に3～4号の発行を予定している。 

４．所報の第２号の発行 

 今期、第2号の所報を発行していく予定である。 

（1）大学の在り方に関する調査研究課題の解明を今期も精力的に行う。 

（2）研究課題に即した研究会などを2～3回行う。 

（3）道私大教連からの委託事業などの成果を適宜発表し、情報発信と出版を行う。 

（4）研究所の維持・展開のためにも、研究所の会員の拡大をはかる。 
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５．組織拡大と財政 

  組織拡大を通じて、財政的な確立を果たしていきたい。 

  団体会員の拡大を目指す。 

 

６.理事会・事務局体制の強化 

1)理事会 

 年2回程度行う予定。 

2)事務局 

 適宜事務局会議を行う。 

 事務局体制について、引き続き検討していくことにする。 

 

Ⅱ.予算案(別紙、総会時に配布し、承認された) 

 今期の活動を推進するための予算案を昨年度の決算を踏まえて、提案する。 

注)2018年度とほぼ同じく、調査研究と研究会、ニューズレターの発行、「所報2号」を計画する。 

 

Ⅲ.理事・監事・顧問・研究員(2018年度から継続の予定) 

 

1.役員体制 

役員体制は、今期は2018年度を踏襲することにした。ただし、新たな役員としては、先の理事会で

承認した米津氏を理事として追加する。また、全大教北海道大島氏の理事の推薦を行い、総会で承認

されたので、理事として就任していただいた。 

 理事・監事・顧問会議を年2回程度開催する。 

 

2.書記局体制 

2018年度と同じく、今期の事務局を、事務局長中心に理事(監事)から4～5名とし、必要に応じて代

表理事を含めた構成で取り進めることにしたい。 

書記局会議は、適宜行うことにする。 

 

Ⅳ.規約の一部修正 

「(1) 総会・・・・2年に1度の役員の選出を行う。」となっているが、これに次の文書を追加する。 

なお、任期途中の役員の補充は、理事会において選任し、次の総会で承認を受ける。 

 


